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一九六〇年代における日韓関係

一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
日
韓
関
係 

　
　

―
―
日
韓
国
交
正
常
化
会
談
・
沖
縄
返
還
を
中
心
に
―
―

尹　
　
　

錫　
　
　

貞

一　

問
題
の
所
在

　

本
稿
の
目
的
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
会
談
と
沖
縄
返
還
を
中
心
に
、
一
九
六
〇
年
代
の
日
韓
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一

九
六
〇
年
代
に
入
り
、
日
本
が
経
済
や
安
全
保
障
に
お
い
て
、
そ
の
国
際
的
役
割
を
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
日
韓
関
係
が
い
か
に
展

開
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

先
行
研
究
を
検
討
す
る
と
、
日
韓
会
談
研
究
は
歴
史
問
題
や
請
求
権
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
日
韓
両

国
は
植
民
地
支
配
の
清
算
よ
り
も
反
共
論
理
を
優
先
し
た
と
指
摘
し
、
請
求
権
問
題
が
経
済
協
力
の
形
式
で
妥
結
さ
れ
、
歴
史
問
題

一　

問
題
の
所
在

二　

日
韓
国
交
正
常
化
と
日
本
の
役
割
問
題

三　

沖
縄
返
還
と
日
韓
関
係

四　

結
論
に
代
え
て
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が
封
印
さ
れ
た
と
主
張
す
る（

（
（

。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
介
入
に
注
目
す
る
研
究
は
、
日
韓
会
談
が
事
実
上
日
米
韓
の
三
国
間
交
渉
で

あ
っ
た
と
し
、
日
韓
交
渉
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
認
識
や
対
応
を
明
ら
か
に
し
た（

（
（

。
ま
た
、
日
韓
会
談
に
積
極
的
で
あ
っ
た
朴
正
熙

政
権
の
対
日
外
交
を
冷
戦
順
応
戦
略
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
研
究
も
あ
る（

3
（

。

　

沖
縄
返
還
と
日
韓
関
係
の
関
連
性
に
注
目
す
る
研
究
は
、
韓
国
条
項
に
主
な
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
日
韓
関
係
研
究
で
は
、
韓
国

条
項
に
よ
っ
て
韓
国
の
安
全
保
障
に
対
す
る
日
本
の
役
割
が
明
確
に
な
っ
た
と
し
、
同
条
項
を
め
ぐ
る
日
米
韓
の
外
交
活
動
を
分
析

す
る
。
特
に
、
韓
国
条
項
の
背
景
と
し
て
青
瓦
台
襲
撃
事
件
や
プ
エ
ブ
ロ
号
事
件
な
ど
、
朝
鮮
半
島
の
安
保
危
機
を
指
摘
し
、
同
条

項
を
日
韓
安
保
協
力
の
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る（

4
（

。

　

い
ず
れ
も
優
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、
日
韓
関
係
を
反
共
論
理
の
み
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
日
本

の
国
際
的
役
割
の
拡
大
に
注
目
し
、
一
九
六
〇
年
代
の
日
韓
関
係
を
論
じ
る
。
一
九
六
〇
年
代
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、
経
済
大
国
化
し

た
日
本
の
責
任
と
役
割
分
担
が
求
め
ら
れ
た（

（
（

。
ま
た
、
沖
縄
返
還
に
伴
い
、
核
兵
器
の
扱
い
を
含
め
た
米
軍
基
地
問
題
が
浮
上
す
る

な
ど
、
東
ア
ジ
ア
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
日
本
の
役
割
が
問
わ
れ
た（

（
（

。
こ
れ
ら
は
、
戦
後
日
本
の
国
際
的
役
割
を
東
ア
ジ
ア
戦
略
の

中
に
い
か
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
日
韓
関
係
も
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
は
、

当
該
期
の
日
韓
関
係
を
反
共
論
理
の
自
然
な
帰
結
で
あ
る
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
同
盟
体
制
に
お
い
て
、
一
国
の
国
力
増
強
を
受

け
て
、
そ
の
国
家
の
役
割
を
調
整
す
る
同
盟
内
政
治
の
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
以
下
の
二
つ
に
重
点
を
置
い
て
分
析
を
進
め
る
。

　

第
一
に
、
日
韓
は
、
両
国
の
国
交
正
常
化
以
後
に
も
、
ア
メ
リ
カ
が
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
す
る
よ
う
働
き
か
け
た
。
日

本
は
、
ア
メ
リ
カ
が
韓
国
支
援
の
負
担
を
日
本
に
転
嫁
し
、
日
本
が
肩
代
わ
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
た
。
一
方
、
韓
国
は
、

日
本
と
の
国
交
正
常
化
に
積
極
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
日
本
に
よ
る
対
韓
支
援
の
範
囲
が
軍
事
的
分
野
に
ま
で
広
が
る
と
警
戒
し
、

日
本
の
対
韓
支
援
が
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
代
替
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
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第
二
に
、
沖
縄
返
還
を
契
機
に
、
日
韓
は
、
日
本
の
基
地
提
供
の
役
割
を
中
心
に
、
安
全
保
障
関
係
を
議
論
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
が
沖
縄
の
施
政
権
を
取
り
戻
し
た
ら
、
朝
鮮
半
島
有
事
に
お
け
る
米
軍
の
作
戦
支
援
や
核
兵
器
の
持
ち
込
み
が
日
米
安
保
条
約

の
事
前
協
議
の
対
象
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
日
韓
は
、
安
保
摩
擦
を
繰
り
広
げ
な
が
ら
も
、
米
軍

基
地
の
機
能
維
持
と
い
う
日
本
の
役
割
を
前
提
に
、
朝
鮮
半
島
の
戦
争
抑
止
と
い
う
戦
略
的
目
標
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
稿
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
。
第
二
節
で
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
六
五
年
ま
で
の
日
韓
会
談
で
、
日
米
韓
が
日
本
の
対
韓

支
援
を
い
か
に
位
置
づ
け
た
の
か
を
分
析
す
る
。
第
三
節
で
は
、
沖
縄
返
還
後
の
朝
鮮
半
島
の
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
日
米
韓
の
外
交

活
動
を
論
じ
る
。
第
四
節
で
は
、
本
論
の
内
容
を
ま
と
め
た
上
で
、
冷
戦
期
の
日
韓
関
係
に
対
す
る
示
唆
を
提
示
す
る
。

二　

日
韓
国
交
正
常
化
と
日
本
の
役
割
問
題

（
一
）
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
政
策
の
変
化
と
日
米
の
責
任
分
担
問
題

　

一
九
五
〇
年
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
、
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
構
造
が
定
着
す
る
中
で
、
ア
メ
リ
カ
は
韓
国
の
安
全
を
保
障
し
、
経
済

開
発
を
支
援
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
米
韓
相
互
防
衛
条
約
が
締
結
さ
れ
、
韓
国
の
安
全
保
障
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的

支
援
が
制
度
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
経
済
協
力
援
助
や
戦
時
緊
急
援
助
な
ど
、
韓
国
に
対
す
る
経
済
支
援
を
行
っ
た
。
東

ア
ジ
ア
で
、
ア
メ
リ
カ
以
外
に
韓
国
を
支
援
し
う
る
国
家
は
日
本
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
日
韓
関
係
は
、
歴
史
問
題
や
請
求
権
問
題

を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
深
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
、
韓
国
の
安
全
を

保
障
し
、
経
済
支
援
を
行
う
、
そ
の
す
べ
て
の
負
担
を
担
っ
て
い
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
入
り
、
ア
メ
リ
カ
は
対
韓
政
策
を
見
直
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対

韓
政
策
の
目
的
と
し
て
経
済
成
長
率
の
向
上
や
失
業
率
の
縮
小
な
ど
を
挙
げ
、
軍
事
支
援
よ
り
経
済
支
援
を
優
先
す
る
方
針
を
立
て
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た
。
そ
の
背
景
に
は
、
冷
戦
戦
略
の
調
整
が
あ
っ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ス
ト
ウ
戦
略
」
を
打
ち
出
し
、
第
三
世

界
の
自
助
努
力
を
促
し
て
経
済
的
自
立
を
確
立
す
る
こ
と
を
重
要
視
し
た
。
こ
う
し
た
戦
略
か
ら
、
低
開
発
国
家
が
国
家
主
導
の
経

済
開
発
計
画
を
推
進
す
る
よ
う
働
き
か
け
た（

（
（

。

　

こ
う
し
た
対
韓
政
策
の
変
化
は
、
日
本
の
役
割
増
大
を
前
提
と
し
て
い
た
。
一
九
六
一
年
一
〇
月
の
「
対
日
政
策
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
が
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
が
敗
戦
か
ら
復
興
を
成
し
遂
げ
、
低
開
発
国
家
の
経
済
開
発
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
判
断
し
て
い
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
具
体
的
な
行
動
指
針
と
し
て
、「
低
開
発
諸
国
の
経
済
発
展
に
対
す
る
日
本
の
貢

献
と
責
任
分
担
の
要
求
」
を
指
摘
し
、「
韓
国
へ
大
規
模
な
経
済
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
促
進
」
す
る
こ
と
を
提
示
し
た（

（
（

。

　

一
九
六
一
年
六
月
一
三
日
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
会
議
で
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
重
要
性
と
日
本
の
積
極
的
な
役
割
が

議
論
さ
れ
た
。
マ
カ
ナ
ギ
（W

alter P. M
cConaughy

（
国
務
次
官
補
は
、
韓
国
の
発
展
を
妨
げ
る
最
大
の
要
因
は
、
日
韓
間
の
持

続
的
な
敵
対
感
情
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
同
席
し
て
い
た
ロ
ス
ト
ウ
（W

alt W
. Rostow

（
次
席
特
別
補
左
官
は
、
韓
国
経
済
に
肯

定
的
な
要
因
を
も
た
ら
し
う
る
要
因
と
し
て
（
（
（
新
し
く
て
効
果
的
な
経
済
社
会
計
画
、（
（
（
若
く
て
積
極
的
な
敏
腕
の
政
府

要
員
、（
3
（
対
日
関
係
の
改
善
を
提
示
し
た
。
ロ
ス
ト
ウ
の
説
明
を
聞
い
た
ケ
ネ
デ
ィ
（John F. K

ennedy

（
大
統
領
は
、
日
韓

関
係
の
改
善
が
韓
国
の
発
展
を
も
た
ら
し
う
る
最
大
の
機
会
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
そ
の
上
で
、
来
る
日
米
首
脳
会
談
で
、
日
韓

関
係
を
議
題
と
し
て
挙
げ
る
考
え
を
示
し
た（

9
（

。

　

六
月
二
〇
日
の
日
米
首
脳
会
談
で
は
、
韓
国
問
題
が
主
に
議
論
さ
れ
た
。
日
本
の
池
田
勇
人
首
相
は
、
日
本
国
民
は
韓
国
の
民
間

政
府
を
望
ん
で
い
る
と
し
つ
つ
も
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
は
既
成
事
実
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
前
提
に
対
応
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
上
で
、
韓
国
経
済
の
安
定
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
韓
国
へ
支
援
す
る
用
意
が
あ
る
と
述
べ
た
。
対
す
る
ケ
ネ
デ
ィ
は
、

韓
国
経
済
の
深
刻
な
状
況
に
懸
念
を
示
し
、
日
本
の
支
援
が
韓
国
の
経
済
開
発
に
役
立
つ
と
述
べ
た
。
続
い
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
韓
国

の
安
定
と
日
本
の
安
全
の
相
互
依
存
を
取
り
上
げ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
韓
国
が
共
産
化
さ
れ
た
場
合
、
日
本
に
も
深
刻
な
影
響
が
及
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ぶ
と
し
、
池
田
の
意
見
を
求
め
た
。
対
す
る
池
田
は
、「
日
本
の
長
い
歴
史
の
記
録
は
、
韓
国
の
安
全
は
事
実
上
日
本
の
国
内
問
題

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」
と
し
、
日
本
は
韓
国
に
死
活
的
な
利
害
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
韓
国
の
共
産
化
を
防
ぐ
こ
と
が

何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
と
述
べ
た（

（1
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
池
田
が
見
せ
た
前
向
き
な
態
度
と
は
裏
腹
に
、
実
際
に
は
、
日
本
は
慎
重
な
姿
勢
を
保
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
ま
ず
、
池
田
の
国
内
政
治
基
盤
が
盤
石
で
は
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ラ
ス
ク
（D

ean Rusk

（
国
務
長
官
が
論
じ
た
よ
う
に
、

池
田
は
、
参
議
院
選
挙
や
自
民
党
選
挙
を
迎
え
て
お
り
、
そ
の
前
に
は
、
日
韓
会
談
の
妥
結
と
い
う
政
治
的
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
野
党
の
社
会
党
が
日
韓
国
交
正
常
化
に
反
対
し
て
お
り
、
自
民
党
内
で
も
慎
重
論
が
あ
る
な
ど
、
池
田
は

韓
国
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
め
る
状
況
で
は
な
か
っ
た（

（（
（

。

　

何
よ
り
も
池
田
は
、
ア
メ
リ
カ
が
韓
国
か
ら
後
退
し
、
経
済
や
安
全
保
障
に
お
い
て
、
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
日
本
が
肩
代
わ

り
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
懸
念
し
て
い
た
。
一
九
六
一
年
九
月
六
日
、
池
田
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
（Edw

in O
. Reischauer

（

駐
日
大
使
と
の
会
談
で
は
、
日
本
の
対
韓
支
援
と
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
ラ
イ

シ
ャ
ワ
ー
は
、
韓
国
の
国
家
的
存
亡
は
日
韓
関
係
の
改
善
に
か
か
っ
て
い
る
と
強
調
し
、
日
本
の
積
極
的
な
姿
勢
を
求
め
た
。
対
す

る
池
田
は
、
日
韓
関
係
の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
韓
国
へ
の
支
援
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
が
第
一
次
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ

り
、
日
本
の
役
割
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
続
い
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
も
対
韓
支
援
を
増
や
す
必
要

が
あ
る
と
述
べ
た（

（1
（

。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
日
米
が
対
韓
支
援
の
責
任
を
分
担
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
、
財
政
を
理
由
に

対
韓
援
助
を
打
ち
切
る
と
い
う
声
も
上
が
っ
て
お
り
、
援
助
の
増
額
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
軍
事
的
支
援
を
し
て

い
る
が
、
日
本
が
経
済
面
に
お
い
て
、
対
韓
支
援
を
行
い
、
特
に
技
術
協
力
、
投
資
な
ど
の
分
野
で
、
日
本
の
役
割
が
不
可
欠
で
あ

る
。
こ
う
し
た
議
論
の
上
で
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
日
本
の
対
韓
支
援
は
ア
メ
リ
カ
の
援
助
を
肩
代
わ
り
す
る
の
で
は
な
く
、
重
要
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な
追
加
に
な
る
と
し
、
日
本
の
積
極
的
な
姿
勢
を
促
し
た（

（1
（

。

　

日
本
が
動
き
出
し
た
の
は
、「
大
平
・
金
会
談
」
が
開
か
れ
た
一
九
六
二
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
会
談
で
、
日
本
の
大

平
正
芳
外
相
と
韓
国
の
金
鐘
泌
中
央
情
報
部
長
は
、
日
本
が
経
済
協
力
方
式
で
無
償
三
億
ド
ル
、
有
償
二
億
ド
ル
を
提
供
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
請
求
権
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
大
平
は
、
請
求
権
合
意
に
対
し
て
、
そ
れ
は
日
本
が
韓
国
の
民
生
安

定
や
経
済
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、
日
韓
が
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
全
体
の
平
和
と
安
定
が
保
た
れ
る
と
主
張

し
た
。
大
平
の
発
言
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
日
本
は
、
韓
国
の
経
済
発
展
と
政
治
的
安
定
が
日
本
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
の
安
全
に
繫

が
る
と
い
う
経
済
安
全
保
障
路
線
の
下
で
、
請
求
権
問
題
に
対
応
し
た
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

（
二
）
日
本
の
対
韓
支
援
拡
大
に
対
す
る
朴
正
熙
政
権
の
認
識
と
対
応

　

一
九
六
一
年
五
月
、
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
、
韓
国
で
は
軍
事
政
権
が
成
立
し
た
。
韓
国
の
軍
事
政
権
は
反
共
と
経
済
協
力
の
論
理
で
、

日
韓
国
交
正
常
化
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
。
国
家
再
建
最
高
会
議
の
朴
正
熙
議
長
は
、
軍
事
政
府
の
内
部
会
議
で
、
日
韓
国
交

正
常
化
の
必
要
性
に
つ
い
て
、（
（
（
最
近
、
北
朝
鮮
が
ソ
連
お
よ
び
中
国
と
軍
事
同
盟
を
締
結
し
て
お
り
、
反
共
体
制
の
さ
ら
な

る
強
化
が
必
要
で
あ
る
が
、
日
韓
の
提
携
は
韓
国
の
反
共
の
立
場
に
寄
与
す
る
、（
（
（
日
韓
関
係
の
正
常
化
に
よ
り
、
請
求
権
問

題
が
解
決
さ
れ
れ
ば
、
国
家
経
済
再
建
に
効
果
的
に
活
用
で
き
る
、（
3
（
国
交
正
常
化
の
後
で
は
、
日
本
と
の
経
済
協
力
も
可
能

で
あ
り
、
国
家
経
済
再
建
に
必
要
な
外
資
導
入
の
道
が
開
か
れ
る
と
整
理
し
た（

（1
（

。

　

韓
国
は
、
ア
メ
リ
カ
の
支
援
削
減
を
受
け
て
、
新
た
な
支
援
先
と
し
て
日
本
の
対
韓
請
求
権
に
着
目
し
、
日
韓
国
交
正
常
化
に
積

極
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
。
一
一
月
五
日
か
ら
六
日
ま
で
韓
国
を
訪
問
し
た
ラ
ス
ク
は
、
韓
国
軍
事
政
権
の
要
人
た
ち
と
接
触
し
、

支
援
削
減
の
旨
を
伝
え
た（

（1
（

。
一
一
月
一
四
日
、
朴
正
熙
は
ケ
ネ
デ
ィ
と
の
会
談
で
、
自
由
陣
営
の
一
員
た
ち
が
自
ら
の
努
力
に
よ
っ

て
、
ア
メ
リ
カ
の
重
い
責
任
を
減
ら
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
日
韓
交
渉
の
妥
結
を
強
調
す
る
最
大
の
理
由
で
あ
る
と
主
張
し
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た
（
（1
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
支
援
削
減
は
、
韓
国
の
対
日
外
交
に
不
安
感
を
も
た
ら
し
た
要
因
で
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
国
務
省
が

作
成
し
た
「
韓
国
―
日
本
関
係
」
に
よ
れ
ば
、
韓
国
は
「
ア
メ
リ
カ
が
対
外
援
助
の
負
担
を
減
ら
す
た
め
に
、
自
分
た
ち
を
日
本
に

売
り
渡
す
」
と
警
戒
し
て
い
た
。
同
文
書
は
、
日
本
の
支
援
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
代
替
す
る
の
で
は
な
く
、
補
完
す
る
こ
と
で
あ

る
と
、
韓
国
側
を
説
得
す
る
よ
う
提
言
し
た（

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
は
、
ア
メ
リ
カ
に
見
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
不
信
感
を
抱
き
な
が

ら
、
日
韓
会
談
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
韓
国
の
対
米
不
信
は
、
対
日
不
信
と
表
裏
の
関
係
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
朴
正
熙
は
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
の
直
後
に
出
版

し
た
著
書
で
、
日
本
の
役
割
拡
大
が
、
韓
国
の
国
益
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
朴
正
熙
に
よ
れ
ば
、
日
米
安
保
条

約
の
改
定
を
契
機
に
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
共
に
地
域
秩
序
を
担
う
存
在
と
な
り
、
そ
の
役
割
は
極
東
地
域
を
防
衛
す
る
た
め
に
、

軍
事
力
を
維
持
し
、
発
展
す
る
こ
と
に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
。
朴
正
熙
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
経
済
の
優
れ
た
製
造
能
力
や
生

産
力
が
軍
事
的
方
向
へ
向
か
う
可
能
性
が
あ
り
、
日
本
の
経
済
支
援
が
「
新
し
い
形
態
の
侵
略
」
に
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た（

（1
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
朴
正
熙
政
権
は
、
韓
国
問
題
に
お
い
て
、
日
本
の
役
割
が
過
剰
に
拡
大
す
る
こ
と
を
警
戒
し
、
ア
メ
リ
カ
の
対
韓

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
す
る
外
交
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
一
〇
月
九
日
、
丁
一
権
駐
米
大
使
と
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
日
韓
国
交
正

常
化
と
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
支
援
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
意
見
を
交
換
し
た
。
丁
一
権
は
、
日
韓
交
渉
が
妥
結
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ

の
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
後
退
し
、
そ
れ
を
日
本
が
担
う
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
た
。
ア
メ
リ
カ
の
文
書
で
は
、
ケ
ネ
デ
ィ

の
答
え
が
、
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

大
統
領
は
、
大
使
に
そ
れ
は
事
実
で
は
な
い
と
保
証
し
た
。
彼
は
、
韓
国
の
経
済
問
題
が
深
刻
で
あ
る
た
め
、
韓
国
は
ア
メ
リ
カ
と
日
本
が

提
供
す
る
す
べ
て
の
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
我
々
の
希
望
は
、
ア
メ
リ
カ
の
支
援
に
加
え
て
日
本
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
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と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
統
領
は
、
日
本
は
軍
事
的
責
任
を
引
き
受
け
る
準
備
が
で
き
て
お
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
は
軍
事
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
維
持
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　

ケ
ネ
デ
ィ
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
以
後
に
も
、
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
維
持
さ
れ
、
日
本
の
関
与
は
、
経
済
分
野

に
限
定
さ
れ
る
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
二
年
一
一
月
の
「
大
平
・
金
会
談
」
に
よ
っ
て
請
求
権
問
題
が
合
意
さ
れ
、
日
韓
会
談
の
早
期
妥
結
が
予
想
さ
れ
た
。
し

か
し
、
一
九
六
三
年
か
ら
六
四
年
ま
で
、
韓
国
軍
事
政
府
の
民
政
委
譲
や
日
韓
会
談
の
反
対
運
動
な
ど
、
韓
国
の
政
治
的
混
乱
が
続

き
、
交
渉
は
膠
着
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
は
日
韓
会
談
に
積
極
的
に
介
入
し
始
め
た
。
日
韓
国
交
正
常
化
の

支
持
表
明
や
野
党
政
治
家
の
説
得
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
介
入
範
囲
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。

　

そ
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
が
力
点
を
置
い
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ

カ
国
務
省
は
、
韓
国
国
内
で
日
韓
国
交
正
常
化
に
反
対
す
る
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
反
対
運
動
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

韓
国
が
日
本
に
支
配
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
捨
て
ら
れ
る
恐
れ
で
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
う
し
た
韓
国
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
ア
メ

リ
カ
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
以
後
に
も
韓
国
の
安
全
保
障
や
経
済
開
発
に
深
く
関
与
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
、
日
韓
会
談
を
推
進
す

る
朴
正
熙
政
権
を
後
押
し
し
た（

1（
（

。

　

一
九
六
五
年
六
月
に
、
日
韓
基
本
条
約
が
調
印
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
の
一
二
月
に
批
准
書
が
交
換
さ
れ
、
日
韓
協
定
が
正
式

に
発
効
し
た
。
こ
こ
で
は
、
米
韓
の
間
で
、
日
本
の
役
割
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
議
論
が
あ
っ
た
の
か
を
中
心
に
、
日
韓
会
談
の
最

終
局
面
を
考
察
す
る
。

　

一
九
六
五
年
五
月
一
八
日
、
朴
正
熙
は
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon B. Johnson

（
大
統
領
と
の
首
脳
会
談
に

取
り
組
ん
だ
。
日
韓
会
談
が
大
詰
め
を
迎
え
る
時
期
に
、
朴
正
熙
が
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
が
韓
国
を
放
棄
し
、
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日
本
の
支
配
化
に
置
く
意
図
は
な
い
と
の
確
固
た
る
保
証
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
っ
た（

11
（

。
米
韓
共
同
声
明
で
は
、
韓
国
が
日
本
と
国

交
を
樹
立
し
た
後
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
経
済
援
助
は
続
く
と
明
示
さ
れ
た（

11
（

。
以
上
の
経
緯
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
朴
正
熙
政
権

は
、
日
本
と
の
経
済
協
力
を
模
索
し
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓
国
に
対
す

る
日
本
の
影
響
力
が
急
激
に
増
大
す
る
可
能
性
を
防
止
し
よ
う
と
し
た（

11
（

。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
韓
国
は
、
国
交
正
常
化
を
契
機
に
、
日
韓
協
力
の
範
囲
を
東
ア
ジ
ア
問
題
に
ま
で
拡
大
す
る
考
え
を
持
っ
て
い

た
。
一
九
六
五
年
一
一
月
二
九
日
、
韓
国
の
李
東
元
外
務
部
長
官
は
、
ラ
ス
ク
と
の
会
談
で
、
ア
メ
リ
カ
が
指
導
力
を
発
揮
し
、
日

韓
の
対
話
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
上
で
、「
日
米
韓
閣
僚
会
議
」
構
想
を
提
案
し
た
。
李
東
元
に
よ
れ
ば
、
同
構
想
の

目
的
は
日
韓
国
交
正
常
化
後
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
を
日
米
韓
三
か
国
の
閣
僚
が
協
議
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
ス
ク
は
、
日
韓
国
交
正

常
化
以
後
、
ア
メ
リ
カ
が
韓
国
支
援
を
放
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
力
説
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ラ
ス
ク
は
、
戦
後
の
日
本

は
戦
前
の
日
本
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
敗
戦
以
後
、
日
本
で
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
、
現
在
の
日
本
政
府
は
、

戦
力
の
保
有
と
軍
事
力
の
使
用
を
放
棄
し
て
い
る
。
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
の
よ
う
に
、
日
本
が
軍
事
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
は

不
可
能
で
あ
り
、
や
っ
と
国
力
に
見
合
っ
た
責
任
を
担
い
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
李
東
元
は
、
ラ
ス
ク
の
意
見
に
同
意
を

示
し
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
負
担
を
一
部
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た（

11
（

。

　

韓
国
の
「
日
米
韓
閣
僚
会
議
」
構
想
は
、
日
本
側
が
否
定
的
な
反
応
を
示
し
た
た
め
、
頓
挫
し
た（

11
（

。
し
か
し
、
同
構
想
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
韓
国
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
を
契
機
に
、
国
際
的
役
割
を
拡
大
し
て
い
る
日
本
と
の
協
力
を
模
索
し
て
い
た
。
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三　

沖
縄
返
還
と
日
韓
関
係

（
一
）
沖
縄
返
還
と
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
対
す
る
日
本
の
責
任

　

一
九
六
七
年
一
一
月
、
佐
藤
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
日
米
の
共
同
声
明
で
「
こ
こ
両
三
年
内
に
双
方
の
満
足
し
う
る
返
還
の
時
期
に

つ
き
合
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
沖
縄
の
返
還
に
向
け
て
協
議
を
進
め
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
そ
の
前
の
岸
、
池
田
政
権
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D

w
ight D

. Eisenhow
er

（
や
ケ
ネ
デ
ィ
ー
大
統
領
を
相
手
に
沖
縄
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、

そ
の
内
容
は
返
還
に
対
す
る
日
本
の
願
望
を
確
認
し
、
潜
在
主
権
や
住
民
福
祉
を
指
摘
す
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
た
。
上
述
の
共
同

声
明
に
よ
り
、
日
米
の
間
で
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
沖
縄
問
題
が
動
き
出
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

そ
れ
以
前
、
ア
メ
リ
カ
は
、
軍
事
的
理
由
か
ら
沖
縄
返
還
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
、
東
ア
ジ
ア
安
全
保
障
に

お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（U

. A
lexis Johnson

（
駐
日
大
使
が
述
べ
た
通
り
、
沖
縄
基
地
は

中
継
・
補
給
・
通
信
基
地
の
機
能
を
遂
行
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
示
す
要
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
は
、
あ
ら
ゆ

る
事
態
に
お
い
て
、
戦
略
核
兵
器
、
戦
術
核
兵
器
、
通
常
兵
器
を
多
面
的
に
駆
使
し
て
反
撃
し
う
る
点
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
沖
縄

の
米
軍
基
地
は
日
本
、
朝
鮮
半
島
、
台
湾
の
有
事
を
対
象
と
し
、
予
見
し
う
る
限
り
、
そ
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
立
場
は
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
背
景
に
、
変
化
を
迫
ら
れ
た
。
日
本
で
は
、
高
度
経
済
成
長
を
背

景
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
ま
り
、
沖
縄
の
即
時
返
還
や
米
軍
基
地
の
撤
去
を
求
め
る
動
き
が
勢
い
を
増
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ

は
、
沖
縄
返
還
の
圧
力
が
強
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
対
米
協
調
路
線
を
掲
げ
て
き
た
自
民
党
の
地
位
が
危
機
に
陥
る
こ
と
を
懸
念
し

て
い
た
。
日
本
国
内
情
勢
の
悪
化
を
受
け
、
ア
メ
リ
カ
の
政
府
内
で
は
、
日
米
関
係
の
長
期
的
安
定
を
図
る
た
め
に
も
、
沖
縄
の
施

政
権
を
日
本
に
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
広
が
っ
て
い
た（

11
（

。

　

た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
は
、
沖
縄
の
返
還
が
、
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
対
す
る
軍
事
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
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状
況
を
容
認
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
沖
縄
米
軍
基
地
の
軍
事
的
価
値
が
低
下
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
、

返
還
を
進
め
る
方
針
を
立
て
た
。
一
九
六
九
年
五
月
二
八
日
の
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｍ
（3
文
書
で
は
、
沖
縄
返
還
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
、

次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る（

11
（

。

（ 
．
一
九
七
二
年
に
返
還
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
た
だ
し
、
一
九
六
九
年
中
に
米
軍
の
基
地
使
用
に
つ
い
て
合
意
し
、
細
部
に
つ
い
て
交

渉
を
完
了
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。

（ 
．
通
常
兵
器
に
つ
い
て
、
韓
国
、
台
湾
、
ベ
ト
ナ
ム
に
関
す
る
最
大
限
の
自
由
使
用
を
希
望
す
る
。

3 
．
核
配
備
に
つ
い
て
は
、
最
終
段
階
で
考
慮
す
る
用
意
が
あ
る
。
大
統
領
は
、
他
の
分
野
で
満
足
で
き
る
合
意
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
緊

急
時
の
核
兵
器
貯
蔵
と
通
過
権
の
確
保
を
条
件
と
し
て
核
兵
器
の
撤
去
で
譲
歩
す
る
。

　

こ
う
し
た
立
場
を
踏
ま
え
た
ら
、
沖
縄
返
還
を
左
右
す
る
の
は
、
日
本
が
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
の
た
め
に
、
返
還
後
に
も
基
地

の
機
能
を
維
持
し
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
活
動
を
保
障
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
の
有
事
を
含
め
て
極
東
地
域
へ
の
対
応

も
同
等
の
脈
略
で
置
か
れ
て
い
た
。
外
務
省
の
北
米
局
が
作
成
し
た
「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
」
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る（

1（
（

。

日
本
政
府
は
、
返
還
後
存
続
す
べ
き
米
軍
の
施
設
区
域
が
、
安
保
条
約
の
目
的
に
即
し
て
有
効
に
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き

政
治
的
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
朝
鮮
半
島
等
日
本
周
辺
地
域
の
安
全
の
た
め
、
米
軍
の
施
設
区
域
使
用
の
重
要
性
は
十
分

認
識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
返
還
後
に
お
い
て
沖
縄
に
存
続
す
る
米
軍
基
地
に
安
保
条
約
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
取
決
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
日
本
を
含
む
極
東
の
自
由
諸
国
の
利
益
の
た
め
、
米
軍
の
抑
止
力
と
し
て
の
機
能
が
不
当
に
低
下
す
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
政
府
は
、
沖
縄
基
地
の
機
能
維
持
と
い
う
責
任
を
日
本
国
内
の
世
論
と
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
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か
れ
て
い
た
。
日
本
国
内
で
は
、
沖
縄
基
地
も
事
前
協
議
の
対
象
に
す
べ
き
で
あ
り
、
核
兵
器
の
撤
去
を
求
め
る
声
が
上
が
っ
て
い

た
。
一
九
六
九
年
三
月
一
一
日
、
佐
藤
は
、
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
特
別
な
取
り
決
め
が
な
い
限
り
、
沖
縄
基
地
に
も
日
米
安
保

条
約
の
事
前
協
議
が
適
用
さ
れ
る
と
し
、「
本
土
並
み
」
の
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
三
月
一
三
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で

は
、
沖
縄
返
還
後
に
は
、
核
兵
器
の
配
備
を
認
め
な
い
と
し
、「
核
抜
き
」
返
還
を
主
張
し
た（

11
（

。

　

一
九
六
九
年
六
月
に
、
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
愛
知
揆
一
外
務
大
臣
は
、
日
本
政
府
の
立
場
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
提
示
し
た
。
第

一
に
、
日
本
政
府
は
、
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
基
地
の
重
要
性
を
理
解
し
て
い
る
。
世
間
で
は
、
沖
縄
返
還
即
基
地
撤
去
と
い
う
誤
っ

た
議
論
も
あ
る
が
、
日
本
政
府
は
、
日
本
自
身
の
安
全
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
の
安
全
の
た
め
に
、
返
還
後
に
も
、
ア
メ
リ
カ
が
基
地
を

利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
返
還
後
、
沖
縄
の
米
軍

基
地
は
日
米
安
保
条
約
の
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
。
返
還
後
、
沖
縄
の
住
民
と
本
土
の
日
本
国
民
が
同
じ
立
場
に
置
か
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
安
保
条
約
お
よ
び
関
連
取
り
決
め
は
そ
の
ま
ま
沖
縄
に
適
用
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
第
三
に
、
核
兵
器
に
対
す
る
日

本
国
民
の
特
殊
な
感
情
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
国
民
の
強
い
核
ア
レ
ル
ギ
ー
を
理
解
し
、
非
核

三
原
則
を
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る（

11
（

。

　

ち
な
み
に
、
愛
知
は
、
事
前
協
議
に
は
「
イ
エ
ス
」
も
「
ノ
ー
」
も
あ
り
う
る
と
強
調
し
た
。
日
本
政
府
は
、
返
還
後
も
基
地
の

役
割
が
支
障
な
く
果
た
せ
る
よ
う
な
方
法
を
見
つ
け
出
す
つ
も
り
で
あ
る
が
、
日
本
が
主
権
国
家
で
あ
る
以
上
、
事
前
協
議
は
肯
定

と
も
否
定
と
も
言
え
る
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

11
（

。

　

七
月
に
な
っ
て
か
ら
、
日
米
は
、
返
還
後
、
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
対
す
る
日
本
の
関
与
を
い
か
に
表
現
す
る
の
か
に
つ
い
て
、

交
渉
を
進
め
た
。
朝
鮮
半
島
の
安
全
保
障
に
関
連
す
る
の
は
、
在
日
米
軍
の
基
地
利
用
や
核
兵
器
の
持
ち
込
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

関
す
る
日
米
の
交
渉
内
容
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
日
本
は
、
在
日
米
軍
の
作
戦
展
開
に
つ
い
て
、
共
同
声
明
と
は
別
途
に
佐
藤
首
相
が
一
方
的
な
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
出
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し
、
朝
鮮
議
事
録
（the K

orean m
inute of （9（0

（
を
書
き
換
え
よ
う
と
し
た
。
朝
鮮
議
事
録
と
は
、
一
九
六
〇
年
一
月
六
日
に
、

日
米
安
保
条
約
の
改
定
の
際
、
朝
鮮
半
島
有
事
で
、
在
韓
国
連
部
隊
が
攻
撃
を
受
け
、
在
日
米
軍
が
出
撃
す
る
場
合
に
は
、
緊
急
時

の
例
外
的
措
置
と
し
て
事
前
協
議
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
日
米
間
の
秘
密
合
意
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
日
本
は
、
朝
鮮
半

島
有
事
に
対
す
る
米
軍
の
作
戦
展
開
も
事
前
協
議
の
対
象
に
す
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
首
相
が
事
前
協
議
で
肯
定
的
に
対
応
す
る

旨
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
表
明
し
、
事
前
協
議
を
免
除
す
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
保
障
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
は
、
核
兵
器
の
有
事
持
ち
込
み
を
非
公
開
の
取
り
決
め
で
保
障
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
要
求

に
直
面
し
て
、
日
本
は
、
事
前
協
議
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場
を
害
せ
ず
、
対
応
す
る
と
い
う
趣
旨
の
文
言
を
提
案
し
た
。

日
本
は
、
緊
急
事
態
の
下
で
、
核
兵
器
の
搬
入
に
関
す
る
事
前
協
議
に
応
じ
る
こ
と
を
非
公
開
の
文
書
で
は
な
く
、
公
開
の
場
で
表

明
す
る
旨
を
示
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

つ
ま
り
、
日
本
の
立
場
は
、
在
日
米
軍
の
作
戦
展
開
や
核
兵
器
の
持
ち
込
み
に
関
し
て
事
前
協
議
を
行
う
場
合
、
法
的
に
は
イ
エ

ス
や
ノ
ー
両
方
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
運
用
は
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
活
動
を
最
大
限
保
障
す
る
方
向
で
対
応
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
は
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
基
地
利
用
に
対
し
て
、
日
本
が
拒
否
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
保

障
し
う
る
法
的
措
置
を
求
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
立
場
の
相
違
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
日
米
は
交
渉
を
進
め
て
い
た
。

（
二
）
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
韓
国
の
懸
念
と
日
韓
の
安
保
議
論

　

韓
国
は
、
沖
縄
返
還
が
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
、
返
還
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
の
推
移
に
注
意
を

払
っ
て
い
た
。
一
九
六
九
四
月
九
日
、
崔
奎
夏
外
務
部
長
官
は
、
ポ
ー
タ
ー
（W

illiam
 Porter

（
駐
韓
米
大
使
に
覚
書
を
手
交
し
た
。

韓
国
は
、
覚
書
に
お
い
て
、（
（
（
沖
縄
問
題
を
日
米
両
国
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
の
国
々
の
平
和
と
安
定
と
い
う
大

局
的
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
、（
（
（
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
、
ア
ジ
ア
の
共
産
勢
力
や
北
朝
鮮
の
侵
略
に
対
す
る
盾
の
役
割
を
果
た
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し
て
お
り
、
基
地
の
戦
略
的
な
価
値
を
損
ね
な
い
こ
と
、（
3
（
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
に
対
す
る
い
か
な
る
変
更

も
韓
国
政
府
と
十
分
に
協
議
す
る
こ
と
を
提
案
し
た（

11
（

。

　

三
月
一
七
日
に
、
韓
国
外
務
部
が
作
成
し
た
「
琉
球
（
沖
縄
（
問
題
」
で
は
、
韓
国
政
府
の
立
場
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
報
告
書

は
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
軍
事
的
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
は
、
通
常
戦
争
基
地
や
核
戦
略
基
地
の
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
、
台
湾
、
南
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
、
極
東
地
域
全
体
の
安
全
保
障
上
、
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
た
。
こ
う
し
た
分
析
の
上
で
、
報
告
書
は
、
朝
鮮
半
島
の
緊
張
や
中
国
の
核
兵
器
開
発
な
ど
の
国
際
的
背
景
を
考
慮
す
れ
ば
、

そ
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
と
強
調
し
た（

11
（

。

　

続
い
て
報
告
書
は
、
米
軍
基
地
の
維
持
条
件
が
沖
縄
返
還
の
核
心
的
な
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
、
報
告
書
は
、
日
本

の
「
本
土
並
み
」
の
方
針
に
注
目
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
に
配
置
さ
れ
て
い
る
核
兵
器
も
含
め
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
重
要
装

備
変
更
も
事
前
協
議
の
対
象
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
報
告
書
は
、
事
前
協
議
の
適
用
を
主
張
す
る
日
本
の
意
図
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る（

11
（

。

事
前
協
議
項
目
と
し
て
規
定
し
た
事
項
の
中
で
、
重
要
装
備
変
更
に
は
核
兵
器
持
ち
込
み
も
含
め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
い
つ
で

も
日
本
側
が
否
定
的
に
回
答
し
、
拒
否
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
結
局
、
本
土
の
基
地
形
態
と
は
安
保
条
約

の
適
用
を
受
け
、
日
本
側
が
事
前
協
議
の
際
に
、
拒
否
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
核
兵
器
の
搬
入
、
配
置
が
排
除
さ
れ
る
の

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

報
告
書
の
分
析
は
、
核
兵
器
の
配
備
に
関
す
る
懸
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
朝
鮮
半
島
有
事
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
軍
の
作
戦
展
開

に
つ
い
て
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
韓
国
は
、
日
本
が
沖
縄
の
施
政
権
を
取
り
戻
し
た
ら
、
事
前
協
議
で
拒
否
権
を
行
使
し
、
ア
メ
リ

カ
軍
の
対
韓
支
援
作
戦
に
制
約
を
か
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
報
告
書
は
、
事
前
協
議
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の
適
用
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
反
対
す
る
こ
と
を
提
言
し
た（

11
（

。

　

朴
正
熙
は
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
不
安
定
を
も
た
ら
す
と
警
戒
し
た
。
朴
正
熙
は
外
信
と
の
イ

ン
タ
ー
ビ
ュ
で
、
日
本
が
事
前
協
議
に
対
し
て
ノ
ー
と
答
え
る
可
能
性
は
十
分
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
い
か
な
る
条
件
も
つ
け
ず
に
、

沖
縄
の
施
政
権
を
日
本
に
返
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
と
述
べ
た
。
朴
正
熙
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
安

全
保
障
に
積
極
的
に
関
与
す
る
ど
こ
ろ
が
、
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
制
約
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た（

1（
（

。

　

四
月
九
日
に
、
崔
奎
夏
外
務
部
長
官
は
、
金
山
政
英
駐
韓
大
使
を
招
致
し
、
沖
縄
返
還
に
関
す
る
韓
国
の
懸
念
を
伝
え
た
。
崔
奎

夏
は
、
沖
縄
返
還
が
基
地
の
軍
事
的
機
能
を
損
ね
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
力
説
し
た
。
そ
し
て
、
沖
縄
返
還
問
題
は
、
韓

国
を
含
め
た
地
域
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
と
し
、
日
本
が
韓
国
と
十
分
に
協
議
し
た
上
で
、
対
米
交
渉
に
取
り
組
む
よ
う
要
請
し
た（

11
（

。

こ
う
し
た
韓
国
の
対
日
外
交
に
対
し
、
日
本
は
否
定
的
な
反
応
を
見
せ
た
。
日
本
は
、
韓
国
が
沖
縄
交
渉
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
日

米
交
渉
が
複
雑
化
す
る
と
懸
念
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
韓
国
が
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
軍
事
的
重
要
性
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
日

本
国
内
で
は
基
地
問
題
が
過
剰
に
注
目
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
野
党
が
自
民
党
の
批
判
材
料
と
し
て
利
用
す
る
恐
れ
も
あ
っ
た
。

日
本
の
否
定
的
な
反
応
を
受
け
、
韓
国
は
、
日
本
が
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
問
題
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
と
、
疑
い
の
目
を

向
け
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
日
韓
の
安
全
保
障
に
関
す
る
軋
轢
は
、
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
会
議
や
ア
ジ
ア
太
平
洋
協
議
会
な
ど
、
多

国
間
協
議
の
場
で
も
展
開
さ
れ
た（

11
（

。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
日
韓
の
外
交
接
触
で
は
、
安
全
保
障
に
関
す
る
軋
轢
以
外
の
側
面
も
存
在
す
る
。
国
交
を
正
常
化
す
る
際
に
、

日
韓
の
間
で
は
、
安
保
問
題
の
議
論
は
行
わ
れ
ず
、
外
交
接
触
の
範
囲
は
請
求
権
や
経
済
協
力
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、
韓
国

の
場
合
、
植
民
地
支
配
に
起
因
す
る
対
日
不
信
の
た
め
、
日
韓
の
間
で
安
保
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
沖
縄
返
還
は
、
日
韓
が
日
米
同
盟
と
基
地
問
題
を
朝
鮮
半
島
の
安
全
保
障
の
脈
略
で
議
論
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
。
と
り
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わ
け
、
韓
国
が
、
基
地
提
供
の
形
で
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
活
動
を
保
障
す
る
と
い
う
日
本
の
役
割
に
着
目
し
、
対
日
外
交
を
進
め
て

い
た
の
は
注
目
に
値
す
る
。
陳
弼
植
外
務
部
次
官
は
、
金
山
と
の
会
談
で
、
沖
縄
返
還
に
関
す
る
韓
国
の
対
日
外
交
を
、
次
の
よ
う

に
説
明
し
た（

11
（

。

　

韓
国
の
国
内
事
情
を
説
明
す
れ
ば
、
ま
だ
多
く
の
韓
国
人
が
、
過
去
の
歴
史
の
た
め
に
日
本
の
国
際
的
な
地
位
が
形
成
さ
れ
て
も
、
わ
れ

わ
れ
に
い
か
な
る
利
益
も
招
か
ず
、
日
本
が
軍
事
面
で
肥
大
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
昔
に
戻
る
と
い
う
懐
疑
的
な
考
え
を
し
て
い
る
面
も
あ
る
。

だ
が
、
現
在
、
朴
大
統
領
閣
下
の
領
導
の
も
と
に
あ
る
韓
国
は
、
日
本
を
排
斥
せ
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
な
参
与
を
歓
迎
し
て
い
る
く
ら
い
で

あ
り
、
韓
国
の
期
待
に
外
れ
る
方
式
で
沖
縄
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
日
本
側
に
損
害
で
あ
る
。

（
三
）
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
と
朴
正
熙
・
金
山
会
談

　

一
一
月
に
入
り
、
日
米
の
沖
縄
返
還
交
渉
は
、
大
詰
め
を
迎
え
て
い
た
。
日
米
首
脳
間
の
最
終
合
意
が
残
る
段
階
と
な
る
前
に
日

本
は
、
韓
国
を
含
め
て
東
ア
ジ
ア
諸
国
を
対
象
に
事
前
説
明
を
行
っ
た
。
韓
国
や
台
湾
が
沖
縄
返
還
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
中
で
、

日
本
は
日
米
首
脳
間
の
合
意
事
項
を
説
明
す
る
外
交
活
動
に
取
り
組
ん
だ
。

　

一
一
月
二
一
日
、
金
山
は
、
陳
弼
植
の
招
致
に
応
じ
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
日
米
首
脳
会
談
の
進
捗
状
況
を
説
明
し
た
。
金
山
は
、

領
土
返
還
に
よ
り
、
沖
縄
の
軍
事
的
地
位
が
低
下
し
て
は
い
け
な
い
と
、
日
米
が
意
見
を
共
に
し
た
と
し
、
極
東
お
よ
び
ア
ジ
ア
の

安
全
保
障
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
は
安
保
条
約
を
堅
持
す
る
方
針
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
特
に
、
金
山
は
、
韓
国

の
安
全
保
障
が
日
本
の
安
全
保
障
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
の
共
同
声
明
で
は
、
極
東
お
よ
び
ア

ジ
ア
の
平
和
と
繁
栄
に
対
す
る
日
米
の
協
調
、
特
に
、
韓
国
の
安
全
保
障
に
関
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
、
声
明
後
の
記
者
会
見
で

の
佐
藤
首
相
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
、
一
層
明
確
に
表
明
さ
れ
る
と
伝
え
た（

11
（

。

　

金
山
の
説
明
が
あ
っ
た
同
日
に
、
佐
藤
と
ニ
ク
ソ
ン
は
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
合
意
事
項
を
確
認
し
、
共
同
声
明
を
発
表
し
た
。
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共
同
声
明
の
中
で
は
、
韓
国
の
安
全
保
障
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
示
さ
れ
た（

11
（

。

総
理
大
臣
と
大
統
領
は
、
特
に
、
朝
鮮
半
島
に
依
然
と
し
て
緊
張
状
態
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
総
理
大
臣
は
、
朝
鮮
半
島
の
平
和

維
持
の
た
め
の
国
際
連
合
の
努
力
を
高
く
評
価
し
、
韓
国
の
安
全
は
日
本
自
身
の
安
全
に
と
っ
て
緊
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。

　

こ
の
文
言
は
、「
韓
国
条
項
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
共
同
声
明
の
後
、
佐
藤
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
プ
レ
ス
ク
ラ
ブ
で
の
演
説
で
、

韓
国
の
安
全
保
障
と
事
前
協
議
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た（

11
（

。

特
に
韓
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
安
全
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
ま

す
。
従
っ
て
、
万
一
韓
国
に
対
し
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
米
軍
が
日
本
国
内
の
施
設
、
区
域
を
戦
闘
作
戦
行
動
の
発

信
基
地
と
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
事

前
協
議
に
対
し
前
向
き
に
、
か
つ
す
み
や
か
に
態
度
を
決
め
る
方
針
で
あ
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
事
前
協
議
は
、
米
軍
の
作
戦
展
開
の
み
な
ら
ず
、
核
兵
器
の
持
ち
込
み
も
対
象
と
し
て
い
た
。
共
同
声
明
で
は
、
核

兵
器
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
示
さ
れ
た（

11
（

。

総
理
大
臣
は
、
核
兵
器
に
対
す
る
日
本
国
民
の
特
殊
な
感
情
お
よ
び
こ
れ
を
背
景
と
す
る
日
本
政
府
の
立
場
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
大
統
領
は
、
深
い
理
解
を
示
し
、
日
米
安
保
条
約
の
事
前
協
議
制
度
に
関
す
る
米
国
政
府
の
立
場
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
沖

縄
の
返
還
を
、
右
の
日
本
政
府
の
政
策
に
背
馳
し
な
い
よ
う
実
施
す
る
旨
を
総
理
大
臣
に
確
約
し
た
。

　

佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
声
明
が
表
明
さ
れ
て
か
ら
三
日
が
経
っ
た
一
一
月
二
四
日
、
朴
正
熙
と
金
山
は
、
韓
国
の
青
瓦
台
で
、
沖
縄
返

還
後
の
韓
国
の
安
全
保
障
に
関
し
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
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ま
ず
、
金
山
は
核
兵
器
問
題
と
事
前
協
議
と
の
関
連
性
を
説
明
し
た
。
金
山
は
、
日
本
政
府
は
核
に
対
す
る
日
本
国
民
の
特
殊
な

感
情
を
考
慮
し
て
非
核
三
原
則
を
掲
げ
、「
本
土
並
み
」・「
核
抜
き
」
の
立
場
を
堅
持
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
注
目
す

べ
き
な
の
は
、
金
山
が
、
日
本
政
府
の
事
情
に
理
解
を
求
め
な
が
ら
、
事
前
協
議
を
通
し
て
核
兵
器
の
有
事
搬
入
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
解
釈
を
提
示
し
た
点
で
あ
る
。
金
山
は
、
事
前
協
議
は
米
軍
装
備
の
重
大
な
変
化
も
対
象
に
し
て
い
る
が
、
非
常
時
に
は
、
核

兵
器
の
持
ち
込
み
も
可
能
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
朴
正
熙
が
、
事
前
協
議
に
国
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
聞
く
と
、
金
山
は
、

行
政
部
が
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
韓
国
の
安
全
保
障
を
最
大
限
考
慮
す
る
と
答
え
た（

11
（

。

　

し
か
し
、
韓
国
政
府
は
事
前
協
議
に
対
す
る
不
安
感
を
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
。
日
本
政
府
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
は
口
約
束
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
韓
国
の
立
場
と
し
て
は
、
核
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
を

望
ん
で
お
り
、
北
朝
鮮
か
ら
の
侵
略
が
あ
る
場
合
、
事
前
協
議
で
対
応
を
決
め
る
形
式
で
は
、
不
十
分
な
感
を
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
、
佐
藤
が
首
相
の
座
を
追
わ
れ
、
社
会
党
や
左
翼
勢
力
に
よ
っ
て
政
権
交
代
が
起
こ
る
と
、
事
前
協
議
に
対
す
る
日
本
政

府
の
立
場
が
変
わ
る
可
能
性
も
あ
っ
た（

11
（

。

　

金
山
は
、
防
衛
に
対
す
る
日
本
国
民
の
関
心
を
挙
げ
、
韓
国
の
不
安
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
日
本
国
民
の
防
衛
意
識
が
ま
す
ま

す
高
く
な
っ
て
お
り
、
沖
縄
返
還
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
日
本
で
は
、
韓
国
の
安
全
が
日
本
の
そ
れ
と
直
結
し
て
い
る
と
い
う
考

え
方
が
広
が
っ
て
い
る
。
社
会
党
は
、
世
論
の
支
持
を
受
け
て
お
ら
ず
、
与
党
に
な
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
（
1（
（

。

　

金
山
が
、
韓
国
の
安
全
保
障
に
対
す
る
日
本
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
繰
り
返
す
中
で
、
朴
正
熙
は
、
朝
鮮
半
島
の
戦
争
抑
止
の
観

点
か
ら
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
重
要
性
を
改
め
て
強
調
し
た
。
朴
正
熙
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る（

11
（

。
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我
々
と
し
て
は
、
何
が
あ
っ
て
も
戦
争
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
今
戦
争
が
起
っ
て
も
韓
国
軍
は
一
九
五
〇
年
代
と
は
違
う
。

し
か
し
、
戦
争
に
な
っ
た
ら
、
結
局
破
壊
と
疲
弊
が
付
き
ま
と
う
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
を
避
け
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
侵
略
に
対
し
て

も
対
決
す
る
と
い
う
固
い
決
意
を
言
葉
だ
け
で
な
く
、
実
際
行
動
に
移
す
、
つ
ま
り
、
強
い
軍
事
力
と
軍
事
基
地
の
配
置
及
び
能
力
を
誇
示

す
る
こ
と
で
、
戦
争
を
起
こ
し
て
も
決
し
て
容
易
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
共
産
主
義
者
た
ち
に
与
え
る
べ
き
だ
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
領

土
は
返
還
し
て
も
軍
事
基
地
は
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
の
が
必
要
だ
。

　

対
す
る
金
山
は
同
意
の
念
を
表
明
し
、
朴
正
熙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
佐
藤
に
伝
え
る
と
述
べ
た
。

　

両
者
の
や
り
と
り
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
日
韓
は
、
沖
縄
返
還
を
契
機
に
、
米
軍
基
地
の
機
能
維
持
と
い
う
日
本
の
役
割
を
前
提

に
、
朝
鮮
半
島
の
戦
争
抑
止
と
い
う
戦
略
的
目
標
を
確
認
し
合
っ
た
。

　

沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
日
韓
関
係
に
関
し
て
、
チ
ャ
（V

ictor D
. Cha

（
は
、
韓
国
条
項
を
日
韓
安
保
協
力
の
事
例
と
し
て
位
置
づ

け
る
。
韓
国
条
項
は
、
日
韓
の
安
全
保
障
が
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
初
め
て
公
式
に
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
が
事
前
協
議
の

権
利
を
事
実
上
放
棄
し
、
韓
国
防
衛
を
支
援
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
韓
国
条
項
は
日
米
韓
の
安
全
保

障
関
係
の
底
辺
を
強
化
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
論
じ
る（

11
（

。

　

一
部
の
先
行
研
究
で
は
、
金
山
の
説
明
が
佐
藤
首
相
に
よ
る
国
内
向
け
の
説
明
と
異
な
る
点
に
着
目
し
、
核
兵
器
の
持
ち
込
み
に

対
す
る
「
本
当
」
の
解
釈
が
日
米
韓
の
安
全
保
障
関
係
を
維
持
さ
せ
た
と
論
じ
る
。
日
本
政
府
は
、
国
内
向
け
に
は
非
核
三
原
則
を

表
明
し
、
核
兵
器
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
金
山
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
は
有
事
の
際
に
は
核
兵
器
の

搬
入
が
可
能
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り
、
韓
国
に
対
し
て
は
持
ち
込
ま
せ
ず
を
除
外
し
た
「
非
核
二
原
則
」
を
提
示
し
た
。
こ
う
し

た
日
本
政
府
の
「
本
当
」
の
解
釈
は
、
核
兵
器
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
間
の
摩
擦
を
抑
え
、
日
米
韓
の
安
保
関
係
を
維
持
す
る
政
治

的
・
軍
事
的
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
分
析
で
あ
る（

11
（

。

　

一
方
で
、
日
米
共
同
声
明
の
内
容
は
、
韓
国
に
と
っ
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
研
究
も
あ
る
。
韓
国
が
望
ん
だ
の
は
、
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沖
縄
の
基
地
に
核
を
配
置
し
、
有
事
の
場
合
に
は
、
事
前
協
議
な
し
で
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
作
戦
支
援
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
朴
正
熙
の
指
摘
通
り
に
、
日
本
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
口
約
束
で
あ
る
た
め
、
状
況
次
第
で
は
保
障
の
拘
束
力
が
弱
ま
る
恐

れ
も
あ
っ
た（

11
（

。

　

朴
正
熙
と
金
山
が
議
論
し
合
っ
た
日
韓
の
安
保
関
係
は
、
口
頭
に
よ
る
非
公
式
的
な
合
意
で
あ
っ
た
た
め
、
国
際
関
係
の
変
化
や

国
内
の
圧
力
に
脆
弱
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
、
米
中
和
解
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
緊
張
緩
和
が
進
む
に
つ
れ
、
日
本
は
、

韓
国
条
項
と
距
離
を
置
き
つ
つ
、
沖
縄
返
還
の
時
と
は
異
な
る
解
釈
を
提
示
し
、
両
国
関
係
は
揺
れ
動
い
た（

11
（

。
こ
う
し
た
側
面
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
返
還
を
契
機
に
、
日
韓
が
日
本
の
基
地
提
供
の
役
割
を
軸
に
、
朝
鮮
半
島
の
戦
争
抑
止
と
い
う
安
全
保
障
上
の

共
通
の
利
益
を
見
つ
け
出
し
た
の
は
、
冷
戦
期
の
日
韓
安
全
保
障
関
係
の
根
幹
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四　

結
論
に
代
え
て

　

本
稿
は
、
経
済
大
国
化
し
た
日
本
の
役
割
拡
大
を
軸
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
日
韓
関
係
を
同
盟
内
政
治
の
観
点
か
ら
考
察

し
た
。

　

日
韓
会
談
で
、
両
国
は
、
国
交
正
常
化
以
後
に
も
、
ア
メ
リ
カ
が
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
す
る
よ
う
働
き
か
け
た
。
日
本

は
韓
国
支
援
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
す
べ
て
の
責
任
を
日
本
に
転
嫁
す
る
可
能
性
を
警
戒
し
た
。
ま
た
、
韓
国
は
、
日
本
が
経

済
支
援
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
的
役
割
も
果
た
す
可
能
性
を
懸
念
し
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
す
る
こ
と
を
重

要
視
し
た
。
沖
縄
返
還
交
渉
を
背
景
に
、
日
韓
は
米
軍
基
地
問
題
を
中
心
に
、
安
保
論
議
を
進
め
た
。
両
国
は
摩
擦
を
繰
り
広
げ
な

が
ら
も
、
米
軍
基
地
の
機
能
維
持
と
い
う
日
本
の
役
割
を
確
認
し
、
朝
鮮
半
島
の
戦
争
抑
止
と
い
う
安
全
保
障
上
の
共
通
の
利
益
を

見
つ
け
出
し
た
。
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本
稿
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
、
韓
国
の
対
日
認
識
が
進
展
し
、
日
韓
関
係
が
安
保
分
野
で

漸
進
的
に
発
展
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
韓
国
は
、
植
民
地
支
配
に
起
因
す
る
対
日
不
信
を
持
ち
つ
つ
も
、
戦
前
と
は
異
な
る
戦
後
日

本
を
認
知
し
、
そ
う
し
た
日
本
が
国
際
的
な
役
割
を
拡
大
し
て
い
く
国
際
情
勢
に
応
じ
て
、
対
日
協
力
の
範
囲
を
広
げ
て
い
た
と
言

え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
同
じ
傾
向
が
一
九
七
〇
年
代
の
日
韓
関
係
に
も
続
い
た
と
思
わ
れ
る
。
日
韓
国
交
正
常
化
一
〇
周
年
を
迎
え
た
一
九
七

五
年
、
朴
正
熙
は
、
日
米
と
米
韓
の
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
盟
関
係
を
結
ん
で
い
る
が
、
日
韓
は
そ
う
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
朝

鮮
半
島
の
平
和
と
安
全
を
守
る
た
め
に
、
日
本
は
憲
法
と
国
内
事
情
に
よ
っ
て
軍
事
協
力
は
で
き
な
い
が
、
経
済
協
力
の
役
割
を
担

う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た（

11
（

。
朴
正
熙
の
発
言
は
、
日
韓
関
係
で
は
同
盟
と
い
う
制
度
的
な
枠
組
み
は
な
い
が
、
両
国
は
朝
鮮
半
島

の
平
和
と
安
全
と
い
う
共
通
の
利
益
を
持
っ
て
い
る
と
、
彼
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
韓
国
の
対
日
認

識
は
、
国
交
正
常
化
以
後
の
日
韓
関
係
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
多
く
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
朴
正
熙
政
権

の
対
日
認
識
の
変
化
と
日
韓
関
係
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

（
（
（　

李
元
徳
『
韓
日
過
去
事
処
理
の
原
点
―
日
本
の
戦
後
処
理
外
交
と
韓
日
会
談
』（
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
一
九
九
六
年
（、
第
四
―

六
章
（
韓
国
語
（。
張
博
珍
『
植
民
地
関
係
清
算
は
な
ぜ
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
―
韓
日
会
談
と
い
う
逆
説
』（
ノ
ン
ヒ
ョ
ン
、
二

〇
〇
九
年
（、
第
八
章
（
韓
国
語
（。
張
博
珍
『
未
完
の
清
算
―
韓
日
会
談
請
求
権
交
渉
の
細
部
過
程
』（
歴
史
空
間
、
二
〇
一
四
年
（、
第

八
章
（
韓
国
語
（。
劉
義
相
『
対
日
外
交
の
名
分
と
実
利
―
対
日
請
求
権
交
渉
過
程
の
復
元
』（
歴
史
空
間
、
二
〇
一
六
年
（、
第
五
―
六

章
（
韓
国
語
（。
太
田
修
『
日
韓
交
渉
―
請
求
権
問
題
の
研
究
』（
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
一
五
年
（、
第
四
章
。
吉
澤
文
寿
『
戦
後
日
韓
関
係

―
国
交
正
常
化
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
』（
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
一
五
年
（、
第
四
―
六
章
。
金
恩
貞
『
日
韓
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』（
千
倉
書

房
、
二
〇
一
八
年
（、
第
五
―
六
章
。

（
（
（　

李
鍾
元
「
韓
日
国
交
正
常
化
の
成
立
と
ア
メ
リ
カ
―
一
九
六
〇
年
～
六
五
年
」
近
代
日
本
研
究
会
『
戦
後
外
交
の
形
成
』（
出
川
出
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版
会
、
一
九
九
四
年
（。
李
鍾
元
「
日
韓
会
談
の
政
治
決
着
と
米
国
」
李
鍾
元
・
木
宮
正
史
・
浅
野
豊
美
編
『
歴
史
と
し
て
の
日
韓
国
交

正
常
化
Ⅰ
―
東
ア
ジ
ア
冷
戦
編
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
（。
全
在
晟
「
一
九
六
五
年
韓
日
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を

め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
外
交
政
策
」『
韓
国
政
治
外
交
史
論
叢
』
第
二
六
巻
第
一
号
（
二
〇
一
〇
四
年
（（
韓
国
語
（。V

ictor D
. Cha, 

“Bridging the Gap: T
he Strategic Context of the （9（（ K

orea-Japan N
orm

alization T
reaty,

” Korean Studies, V
ol. （0 

（（99（
（; K

IL J.Y
I, 

“In Search of a Panacea: Japan-K
orea Rapprochem

ent and A
m

erica

’s 

“Far Eastern Problem

”,” 
Pacific H

istorical R
eview

, V
o （. （4, N

o. 4 （N
ovem

ber （00（

（.

（
3
（　

木
宮
正
史
「
一
九
六
〇
年
代
韓
国
に
お
け
る
冷
戦
外
交
の
三
類
型
」
小
此
木
政
夫
・
文
正
仁
編
『
市
場
・
国
家
・
国
際
体
制
』（
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
（。

（
4
（　

ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
Ｄ
・
チ
ャ
（
倉
田
秀
也
訳
（『
米
日
韓
反
目
を
超
え
た
提
携
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
（、
第
三
章
。
崔
慶
原
『
冷

戦
期
日
韓
安
全
保
障
関
係
の
形
成
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
（、
第
二
章
。
小
林
聡
明
「
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
韓
国
外
交

の
展
開
と
北
朝
鮮
の
反
応
」
竹
内
俊
隆
編
『
日
米
同
盟
論
―
歴
史
、
機
能
、
周
辺
諸
国
の
視
点
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
（、

第
一
二
章
。
劉
仙
姫
『
朴
正
熙
の
対
日
・
対
米
外
交
―
冷
戦
変
容
期
韓
国
の
政
策
、
一
九
六
八
―
一
九
七
三
年
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
二
年
（、
第
二
章
。
密
約
問
題
を
含
め
て
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
を
分
析
し
た
研
究
は
、
中
島
琢
磨
「
佐
藤
政
権
期
の
日

米
安
全
保
障
関
係
―
沖
縄
返
還
と
「
自
由
世
界
」
に
お
け
る
日
本
の
責
任
分
担
問
題
」『
国
際
政
治
』
第
一
五
一
号
（
二
〇
〇
八
年
三
月
（。

野
添
文
彬
「
米
国
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
と
沖
縄
返
還
交
渉
―
対
中
・
対
韓
政
策
と
の
関
連
を
中
心
に
」『
国
際
政
治
』
第
一
七
二
号
（
二
〇

一
三
年
二
月
（。
波
多
野
澄
雄
『
歴
史
と
し
て
の
日
米
安
保
条
約
―
機
密
外
交
記
録
が
明
か
す
「
密
約
」
の
虚
実
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一

〇
年
（、
第
八
章
。

（
（
（　

吉
田
真
吾
「「
パ
ワ
ー
の
拡
散
」
と
日
米
同
盟
の
制
度
化
―
日
米
政
策
企
画
協
議
と
Ｓ
Ｓ
Ｃ
の
設
置
、
一
九
六
二
―
一
九
六
七
年
」

『
国
際
政
治
』
第
一
六
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
（、
八
〇
頁
。

（
（
（　

中
島
「
佐
藤
政
権
期
の
日
米
安
全
保
障
関
係
」、
一
〇
五
頁
。

（
（
（　

全
在
晟
「
一
九
六
五
年
韓
日
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
外
交
政
策
」、
六
七
頁
。

（
（
（　

李
鍾
元
「
韓
日
国
交
正
常
化
の
成
立
と
ア
メ
リ
カ
―
一
九
六
〇
年
～
六
五
年
」、
二
七
五
―
二
七
六
頁
。

（
9
（　N

otes of the 4（（
th M

eeting of the N
ational Security Council, June （3, （9（（, N

o. （（9, Foreign Relations of the 



4（（
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U
nited States 

（FR
U

S

（, （9（（

―（9（3, vol. （（, N
ortheast A

sia 

（W
ashington D

.C.: U
.S. Governm

ent Printing O
ffice, 

（99（

（, pp. 4（0

―4（（.
（
（0
（　M

em
orandum

 of Conversation, June （0, （9（（, N
o. （3（, FR

U
S, （9（（

―（9（3, V
ol. （（, pp. 4（9

―490.

（
（（
（　M

em
orandum

 From
 Secretary of State of State Rusk to President, 

“Korean-Japanese Relations,

” M
ay （（, （9（（, 

N
o. （（0, FR

U
S, （9（（

―（9（3, V
ol. （（, p. （（（.

（
（（
（　
「
池
田
総
理
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
米
大
使
会
談
記
録
」（
一
九
六
一
年
九
月
六
日
（、
浅
野
豊
美
・
吉
澤
文
寿
・
李
東
俊
編
『
日
韓
国
交

正
常
化
問
題
資
料
』
第
三
期
、
第
三
巻
（
現
代
史
料
出
版
、
二
〇
一
三
年
（、
三
二
―
三
三
頁
。

（
（3
（　
「
池
田
総
理
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
米
大
使
会
談
に
関
す
る
米
大
使
館
員
の
内
話
の
件
」（
一
九
六
二
年
一
月
五
日
（、
同
右
文
献
、
六
一

頁
。

（
（4
（　

金
斗
昇
「
池
田
政
権
の
安
全
保
障
政
策
と
日
韓
交
渉
―
「
経
済
安
保
路
線
」
を
中
心
に
」『
国
際
政
治
』
第
一
二
八
号
（
二
〇
〇
一

年
一
〇
月
（、
二
〇
三
頁
。

（
（（
（　
「
第
六
次
韓
日
会
談
の
進
行
方
法
」
大
韓
民
国
外
務
部
外
交
文
書
登
録
番
号
七
二
一
『
第
六
次
韓
・
日
会
談
予
備
交
渉
、
一
九
六
一

（
全
二
巻
、
Ｖ
．（　
九
―
一
〇
（』、
一
九
二
―
一
九
三
頁
。

（
（（
（　N

ote （ in M
em

orandum
 of Conversation, N

ovem
ber （, （9（（, N

o. （4（, FR
U

S, （9（（

―（9（3, V
ol. （（, p. （（（.

（
（（
（　M

em
orandum

 of Conversation, 

“U.S.-K
orean Relations,

” Novem
ber （4, （9（（, N

o. （4（, FR
U

S, （9（（

―（9（3, V
ol. （（, 

p. （3（.

（
（（
（　M

em
orandum

 Prepared in the D
epartm

ent of State, 

“Korean-Japanese Relations,

” M
ay （（, （9（（, N

o. （（（, 
FR

U
S, （9（（

―（9（3, V
ol. （（, p. （（（.

（
（9
（　

朴
正
熙
『
朴
正
熙
選
集
一
―
韓
民
族
の
進
む
べ
き
道
』（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
（、
一
六
一
―
一
六
六
頁
。

（
（0
（　M

em
orandum

 of Conversation Betw
een President K

ennedy and the K
orean A

m
bassador 

（Il K
w

on Chung

（, 
O

ctober 9, （9（（, N
o.（（（, FR

U
S , （9（（

―（9（3, V
ol. （（, p. （09.

（
（（
（　T

elegram
 From

 the D
epartm

ent of State to the Em
bassy in K

orea, M
ay （（, （9（4, N

o. 34（, FR
U

S, （9（4

―（9（（, 
V

ol. （9, part （, K
orea （W

ashington D
.C.: U

.S. Governm
ent Printing O

ffi
ce, （000

（, p. （（（.
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（
（（
（　M

em
orandum

 From
 Jam

es C. T
hom

son of the N
ational Security Council Staff to President Johnson, 

“Your 
M

eeting at （ p.m
. today w

ith President Park,

” M
ay （（, （9（（, FR

U
S, （9（4

―（9（（, V
ol. （9, part （, K

orea, p. 94.
（
（3
（　
『
朝
鮮
日
報
』（
一
九
六
五
年
、
五
月
二
〇
日
（（
韓
国
語
（。

（
（4
（　

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
対
韓
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
再
確
認
は
、
韓
国
戦
闘
部
隊
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
全
在
晟
は
、

ア
メ
リ
カ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
戦
略
の
観
点
か
ら
韓
国
・
日
本
・
ベ
ト
ナ
ム
間
の
役
割
分
担
を
模
索
し
た
が
、
韓
国
は
ベ
ト
ナ
ム
へ
戦

闘
部
隊
を
派
兵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
持
続
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
獲
得
し
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
後
、
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
日
本
の
過
剰
な
地
位
上
昇
を
押
さ
え
よ
う
と
し
た
と
論
じ
る
。
全
在
晟
「
一
九
六
五
年
韓
日
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
め
ぐ

る
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
外
交
政
策
」、
八
四
頁
。

（
（（
（　M

em
orandum

 of Conversation, 

“RO
K

 and U
.S. Relation w

ith Japan,

” Novem
ber （9, （9（（, FR

U
S, （9（4

―（9（（, 
V

ol. （9, part （, K
orea, pp. （9（

―（99.

（
（（
（　

佐
藤
は
、
参
議
院
の
日
韓
特
別
委
員
会
で
、「
日
米
韓
閣
僚
会
議
」
は
誤
解
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
述
べ
た
。『
朝
日
新
聞
』（
一

九
六
五
年
一
二
月
二
日
（。
佐
藤
の
答
弁
は
社
会
党
の
答
弁
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
佐
藤
は
、「
日
米
韓
閣

僚
会
議
」
の
構
想
を
受
け
入
れ
た
ら
、
日
韓
国
交
正
常
化
が
日
米
韓
の
軍
事
同
盟
に
繫
が
る
と
い
う
社
会
党
の
攻
勢
を
招
く
と
警
戒
し
た

た
め
、
韓
国
の
提
案
に
否
定
的
な
反
応
を
見
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
（　
「
一
九
六
九
年
佐
藤
総
理
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
会
談
に
至
る
沖
縄
返
還
問
題
」
文
書
3
―
4
（
一
九
六
九
年
一
二
月
五
日
（、
一
頁
。

沖
縄
返
還
に
関
す
る
日
本
外
務
省
の
文
書
は
、
次
の
サ
イ
ト
か
ら
検
索
し
た
。
外
務
省
「
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
結

果
」（http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/m
itsuyaku/kekka.htm

l

（〈
最
終
接
続
日
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
〉。

（
（（
（　
「
日
米
継
続
協
議
（
沖
縄
（」
二
分
冊
の
一
、
二
二
（
一
九
六
八
年
五
月
二
七
日
（。

（
（9
（　

中
島
「
佐
藤
政
権
期
の
日
米
安
全
保
障
関
係
」、
一
〇
七
頁
。

（
30
（　N
ational Security D

ecision M
em

orandum
, M

ay （（, （9（9, FR
U

S, V
ol. （9, part （, Japan, （9（9

―（9（（

（W
ashington 

D
.C.: U

.S. Governm
ent Printing O

ffi
ce, （0（（

（, pp. （（

―（4.

（
3（
（　
「
沖
縄
返
還
問
題
（
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
パ
ー
案
（」
二
分
冊
の
一
、
五
四
（
一
九
六
九
年
四
月
二
二
日
（、
九
頁
。

（
3（
（　
「
第
六
一
回
参
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
九
号
」（
一
九
六
九
年
三
月
一
一
日
（。「
第
六
一
回
参
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
一
二
号
」
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（
一
九
六
九
年
三
月
一
三
日
（。

（
33
（　
「
大
臣
・
国
務
長
官
第
一
次
会
談
」
二
分
冊
の
二
、
七
一
（
一
九
六
九
年
六
月
三
日
（。

（
34
（　
「
大
臣
・
国
務
長
官
第
二
次
会
談
」
二
分
冊
の
二
、
七
二
（
一
九
六
九
年
六
月
四
日
（。

（
3（
（　

有
識
者
委
員
会
「
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
有
識
者
委
員
会
の
報
告
書
」（
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
（、
五
二
―
五
五
頁
。

（
3（
（　

同
右
文
献
、
六
四
頁
。

（
3（
（　
「
備
忘
録
」（
一
九
六
九
年
四
月
九
日
（
大
韓
民
国
外
務
部
外
交
文
書
登
録
番
号
二
九
五
八
『
米
・
日
間
沖
縄
返
還
問
題
、
一
九
六
九

（
全
二
巻
、
Ｖ
．（
一
九
六
九
．
一
―
六
月
（』、
一
三
一
頁
。

（
3（
（　
「
琉
球
（
沖
縄
（
問
題
―
問
題
点
と
政
府
立
場
」（
一
九
六
九
年
三
月
一
七
日
（、
同
右
文
書
綴
、
六
七
頁
。

（
39
（　

同
右
文
書
、
七
二
頁
。

（
40
（　

同
右
文
書
、
八
三
頁
。

（
4（
（　
「
南
ベ
ト
ナ
ム
、
沖
縄
、
韓
国
安
保
問
題
な
ど
に
関
す
る
朴
大
統
領
の
記
者
会
見
内
容
が
、
六
．
―
Ｗ
．Ｐ
誌
に
、
朴
大
統
領
の
写
真

と
共
に
掲
載
さ
れ
、
記
事
の
全
文
を
以
下
の
よ
う
に
報
告
」、
同
右
文
書
綴
、
二
三
八
頁
。

（
4（
（　
「
琉
球
「
沖
縄
」
問
題
に
関
す
る
外
交
的
措
置
」、
同
右
文
書
綴
、
一
二
二
頁
。

（
43
（　

崔
慶
原
『
冷
戦
期
日
韓
安
全
保
障
関
係
の
形
成
』、
八
〇
―
八
四
頁
。

（
44
（　

小
林
「
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
韓
国
外
交
の
展
開
と
北
朝
鮮
の
反
応
」、
三
四
一
頁
。

（
4（
（　
「
ニ
ク
ソ
ン
―
佐
藤
会
談
に
関
す
る
陳
次
官
と
金
山
大
使
と
の
面
談
」（
一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
日
（。

（
4（
（　
「
佐
藤
栄
作
総
理
大
臣
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｍ
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
の
間
の
共
同
声
明
」（
一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
月
（、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
『
世
界
と
日
本
』〈http://w

orldjpn.grips.ac.jp/docum
ents/texts/docs/（9（9（（（（.D

（j.htm
l

〉（
最
終
接
続
日
、
二
〇
二

〇
年
一
一
月
三
〇
日
（。

（
4（
（　
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
レ
ス
・
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
佐
藤
栄
作
内
閣
総
理
大
臣
演
説
」（
一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
日
（、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

『
世
界
と
日
本
』〈http://w

orldjpn.grips.ac.jp/docum
ents/texts/exdpm

/（9（9（（（（.S（J.htm
l

〉（
最
終
接
続
日
、
二
〇
二
〇
年

一
一
月
三
〇
日
（。

（
4（
（　
「
佐
藤
栄
作
総
理
大
臣
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｍ
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
の
間
の
共
同
声
明
」。
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（
49
（　
「
大
統
領
閣
下
の
金
山
大
使
と
の
面
談
要
録
」（
一
九
六
九
年
一
一
月
二
四
日
（
大
韓
民
国
外
務
部
外
交
文
書
登
録
番
号
二
九
五
九

『
米
・
日
間
沖
縄
返
還
問
題
、
一
九
六
九
（
全
二
巻
、
Ｖ
．（
一
九
六
九
．
七
―
一
一
月
（』、
二
一
〇
―
二
一
三
頁
。

（
（0
（　

同
右
文
書
、
二
一
五
頁
。

（
（（
（　

同
右
文
書
、
二
一
六
頁
。

（
（（
（　

同
右
文
書
、
二
一
九
頁
。

（
（3
（　

チ
ャ
『
米
日
韓
反
目
を
超
え
た
提
携
』、
七
九
頁
。

（
（4
（　

小
林
「
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
韓
国
外
交
の
展
開
と
北
朝
鮮
の
反
応
」、
三
四
五
頁
。

（
（（
（　

崔
慶
原
『
冷
戦
期
日
韓
安
全
保
障
関
係
の
形
成
』、
八
六
頁
。

（
（（
（　

チ
ャ
『
米
日
韓
反
目
を
超
え
た
提
携
』、
第
四
章
、
崔
慶
原
『
冷
戦
期
日
韓
安
全
保
障
関
係
の
形
成
』、
八
六
頁
。

（
（（
（　
『
毎
日
新
聞
』（
一
九
七
五
年
一
一
月
一
六
日
（。


